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名称 IP電話機ほか１点　買入（その２）

公募型比較見積の執行について

大阪市契約担当者　大阪市教育委員会教育長

多田　勝哉

　次のとおり公募型比較見積を執行する。

１　比較見積に付する事項

数量・特質・納入期限・納入場所 別紙仕様書のとおり

申込期限

２　参加資格

(1) 令和７・８・９年度本市入札参加有資格者名簿（以下「有資格者名簿」という。）に物品供給等用承認種目
「24：通信用機器」で登録していること

大阪市教育委員会事務局等公募型比較見積実施要綱第４条各号に該当していること

大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けていないこと及び同要綱別表に掲げ
るいずれの措置要件にも該当しないこと

３　参加申込等

参加申込書類の交付場所 ４　担当（Ａ）又はホームページに掲載

参加申込書類 物品供給見積書

参加申込書類提出場所及び提出方法
４　担当（Ａ）へ持参又は郵送
郵送により提出する場合は１(3)に定める申込期限の前日までに必
着とする。

質問受付先 ４　担当（Ｂ）

質問受付期限（同等品申請含む。）

４　担当

(Ａ)
【契約主管担当】 〒５３０－８２０１　大阪市北区中之島１－３－20　大阪市役所３階

大阪市教育委員会事務局　総務課（調達グループ） 　電話番号　０６－６２０８－９０７７

(Ｂ)
【事業主管担当】 〒５３０－８２０１　大阪市北区中之島１－３－20　大阪市役所３階

大阪市教育委員会事務局 教育政策課 　電話番号　０６－６２０８－９０３７

５　その他事項

比較見積の結果については、契約決定業者のみに連絡を行う。

大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けた者がした見積は参加資格を有しな
い者のした見積とみなし無効とする。

契約相手方に決定された時は、遅滞なく、契約主管担当に大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく
誓約書を提出する。誓約書を提出しない場合は、その者に係る見積は無効とする。また、当該誓約書を提出
しなかった契約相手方は、大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づき停止措置を行う。

契約相手方として決定後契約締結までに、決定者が大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等
除外措置を受けたときは、契約の締結を行わない。

契約締結後、当該契約の履行期間中に契約者が大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除
外措置を受けたときは、契約の解除を行う。


